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欧州特許庁・英国特許庁 、   
ＡＩを発明者とする特許出願を却下 

■ 概要

・2019年12月、欧州特許庁（EPO）および英国特許庁(UKIPO)は、出願人Stephen Thaler、発明者DABUS(AI)とする特許出願をそれぞれ却下。 
・EPOは、2020年1月中に却下理由を公表予定。 
・UKIPOは、”DECISION”（2019年12月4日付）において却下理由を説明。 

■ Decision(UK)の要点

（１）AIが発明者となりえるのか？ 
・AIは発明者となりえない。 
・特許法7条、13条では、発明者は「自然人」である旨規定する。過去の判例に鑑みても、これは確立した解釈である。 

（２）AIが特許を受ける権利を譲渡できるのか？ 
・MachineであるAIは財産権を所有できない。 
・AIは特許を受ける権利を譲渡できない。 
・AIは、特許を受ける権利を有していないのであるから、特許を受ける権利の譲渡契約を締結しえない。 
・特許法7条(2)及びその他の法律において、発明者であるＡＩを所有することで特許権が譲渡されることまでは規定されていない。 
・たとえAIが発明者であることが認められたとしても、特許を受ける権利がAIの所有者に譲渡されるものではない。 
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